
令和７年度 湯梨浜町職員採用資格試験受験案内 

             （令和８年４月１日採用予定） 

 

１．募集職種、職務内容、受験資格及び採用予定人数 

職種 職務内容 受験資格 
採用予定

人数 

保健師 
保健師業務及び 

一般行政事務 

昭和 55 年 4 月 2 日以降に生まれ、保健師の

資格を有する人、または令和 8 年 3月 31 日

までに取得見込みの人 

２名 

保育教諭 

 

町立こども園に 

おける業務及び 

一般行政事務 

昭和 51 年 4 月 2 日以降に生まれ、保育士資

格及び幼稚園教諭免許を有する人、または令

和 8年 3月 31日までに取得見込みの人 

４名 

程度 

一般事務 一般行政事務 
平成 2年 4月 2日から平成 20年 4月 1日ま

でに生まれた人 
若干名 

※地方公務員法第１６条各号に該当する人は受験することができません。 

 ・成年被後見人、被保佐人（準禁治産者を含む） 

 ・拘禁刑以上の刑に処され、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで 

  の人 

 ・当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 

 ・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体 

を結成し、又はこれに加入した人 

※日本国籍を有しない人については、活動の制限のない在留の資格を取得している人又は令和 

８年３月３１日までにこの資格を取得する見込みの人に限り受験できます。 

 

２．受験手続 

（１）受付期間 

    令和７年１２月１５日（月）午前９時～令和８年１月１４日（水）午後５時まで 

（２）申込方法 

    インターネット（公務員採用専用サイト「パブリックコネクト」）によりお申込み 

ください。受験申込には、会員登録（無料）及びエントリー項目の入力が必要です。 

※町ホームページから申込サイトにアクセスして、受験手続を完了してください。 

 

３．試験の日時、場所、方法 

（１）第１次試験 

【日時】令和８年１月２５日（日）午前１０時から午後３時 

     （受付 午前９時３０分から午前９時５０分まで） 

    ※時間は変更になることがあります。 

【場所】湯梨浜町役場（本庁舎） 



 【方法】 

職 種 試 験 の 内 容  

保健師 専門試験、事務適正検査、性格特性検査、作文 

保育教諭 専門試験、事務適正検査、性格特性検査、作文 

一般事務 職務基礎能力試験、事務適正検査、性格特性検査、作文 

  

【試験内容】 

試験科目 内       容 

専門試験 

（保健師） 

公衆衛生看護学、疫学、保健統計学、保健医療福祉行政論 

＜択一式・１時間 30分＞ 

専門試験 

（保育教諭） 

社会福祉・子ども家庭福祉（社会的養護を含む。）、保育の心理学、教育学・ 

教育法規、保育原理・保育内容、子どもの保健（精神保健を含む。） 

＜択一式・1時間 30分＞ 

職務基礎能力 

試験 

（一般事務） 

論理的に思考する力、文章を正確に理解する力、統計等の資料を分析する 

力、国内外の社会情勢への理解等を確認するための基礎的な出題 

※基礎的内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。 

※「国内外の社会情勢への理解等」の問題では、公的部門の職員として 

必要な基礎知識（社会常識や義務教育の中で学んだことなど）や、 

ニュース等で報道された内容が出題されます。） 

＜択一式・１時間＞ 

事務適性検査  職員として事務の適応性（正確さ、迅速さ等）についての検査＜10分＞ 

性格特性検査 
公務員に求められる資質（指導性、情緒安定性、慎重性、積極性、意志力 

規範性）についての検査＜20分＞ 

作文 
課題に対する理解力、文章による表現力などについての筆記試験 

＜１時間＞ 

 

 【合格発表】令和７年２月上旬に、受験者全員に合否結果を通知します。 

 

 

（２）第２次試験 

   ※第１次試験合格者のみ 

【日時】令和８年２月中旬（予定） 

【場所】湯梨浜町役場（本庁舎） 

 【方法】個別面接 

 【合格発表】令和８年２月下旬に受験者全員に合否結果を通知します。 

  

 



４ 給与等の待遇 

  令和７年４月１日における初任給（月額）は、高校卒１８８，０００円を基準として学歴、

職歴がある人は、その履歴に応じて所定の金額が加算されます。このほか、扶養手当、住居手

当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、時間外勤務手当などの諸手当がそれぞれの条件に応じて

支給されます。 

 

【勤務時間】１日７時間４５分、原則として午前８時３０分から午後５時１５分まで。ただし、 

     こども園など勤務場所によっては変則勤務があります。 

 

【休日】 

 原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）が休みとなります。 

 ただし、こども園など勤務場所によっては変則勤務があります。 

 

【休暇】 

 年次有給休暇・・・初年度は採用時に 15日付与され、2年目以降は 20日付与されます。 

          ※残日数がある場合は 20日を限度に翌年に繰り越します。 

特別休暇・・・夏季休暇（年 3日）、病気、忌引、結婚、不妊治療、妊婦健診、産前産後、出産、 

       育児参加、子の看護、介護、その他特別休暇があります。 

 

【福利厚生】 

  健康保険、年金（鳥取県市町村職員共済組合） 

  職員互助会 

  公務災害補償 

  退職手当支給 

 

５ 問い合わせ先 

  湯梨浜町役場総務課人事給与係 

  〒６８２－０７２３ 鳥取県東伯郡湯梨浜町大字久留１９－１ 

  電話 ０８５８－３５－３１１２ 

 

 


